岩手県分権推進セミナー（盛岡会場）講演録【要旨】

日時：平成20年7月29日（火）10:00～12:00

場所：盛岡地区合同庁舎8階大会議室

【権限移譲論・前史】

○知事から市町村長への事務委任制度が、地方自治法ができる前、明治時代からあった。この場合の知事は住民の代表者ではなく、国の機関・官吏としての知事。大臣から知事への事務委任は、国の内部の権限分配であり、今とは性格が違う。知事から市町村長への事務委任制度の「委任」も、今の権限移譲とは違い、知事の権限の下に置き、指揮監督を受けながら市町村長が事務を執行する。知事が、市町村長という「機関」に対して事務を執行させる制度なので、市町村は意思決定の手段である条例が作れなかった。

○戦後、新たに憲法・地方自治法ができ、機関委任事務となった。知事が直接公選となり、大臣から知事への委任も、戦前の知事から市町村長への委任と同様に拡大されて行ったが、議会の条例制定権はここでも生まれなかった。戦後すぐは食べる事に「かつかつ」で、何とか地域を復興させてお腹いっぱい食べたい、という時だったので、そういう条件を誰が整えるかが問題だった。むしろ、日本全国あまねくその様な政策を執行させようとした時には、国が中心となった方が効率的であった。

○高度経済成長をすると、それなりに国民も生活ができる様になり、一人一人の考え方が多様化してきた。企業も大量生産から少量生産へと、国民のニーズに合わせる様になってきた。これは、行政に対する要望も同じである。国が一律に政策を押し付けるのではなく、自分達の地域は自分達のニーズによって変わって行ってほしい。それを実現させるためには市町村・都道府県が中心になった方が良いのではないか、と国民の意識が変わってきた。国が権限を持って市町村長に事務を執行させるのではなく、市町村が自分達の地域をどうするか、決定できる様にして行きたい。決定するためには権限を。

○そういった考え方はあっても、制度上はやはり事務の委任の制度であり、法律を変える事は中々できなかった。そこで、制度が変わらないなら運用を何とかできないか、と考えたのが神奈川県などで、当時の長洲一二知事が「地方の時代」を提唱し、事務の移譲を積極的に進めた。基本的には国の行政改革の手法としての事務委任制度、知事が市町村長に一方的に事務を義務付ける事ができる制度だが、市民自治に活かすため、現在と同じ様に、市町村長と協議をしながら進めるという運用をして来た。それが地方分権、事務の移譲制度の前身になるかと思う。

【地方分権推進委員会】

○社会的な状況が変化し、地方分権がもっと本格的になって来た。93年に衆議院と参議院で地方分権の推進に関する決議がなされ、具体的に分権を進めるための法律として95年に地方分権推進法ができた。地方分権推進法に基づき、諮問機関として、地方分権推進委員会が作られた。地方分権推進委員会は、各省庁と精力的に折衝して合意を取り付けながら、地方分権を進めて行った。

○権限移譲論については、第2、4次勧告に盛り込まれている。勧告は第5次までなされ、そのうち1～4次までの内容は、地方分権一括法と言われる法案にまとめられ、99年7月に完成、大多数は翌年2000年4月から施行された。

○第5次勧告は、国道・河川といった内容の勧告だった。国の地方支分部局を廃止して、その権限を都道府県に移して行く事を盛り込もうとした勧告だったが、抵抗が強くて思う様なものができなかった。自治体からの評価でも、不十分だったと言われている。第6次勧告も、当時の橋本総理大臣から地方分権推進委員会へ要請されたが、立ち消えになってしまった。内容は、都道府県から市町村長への権限移譲である。こちらは時間切れとなり、国も政局が変わって関心が薄れ、結局出される事は無かった。それが、今ここに来て大事だという流れになっている。

○97年の第2次勧告の内容は、「条例による事務の委託制度」であり、事務委任の制度を廃止した。都道府県知事が行っている事務ではあるが、市町村という団体に移る。という事は、団体の最高意思決定機関である議会が条例を作る事ができるし、議決の対象とする事もできる。そこが大きな違いである。

○「委任」の目的は都道府県の効率的な事務処理の執行である。自分達が仕事をして行く上で、出先機関を数多く設けるのは大変だから、市町村長を手足の様に使って良い、という制度だった。これを廃止して、市民自治のための制度へ変えて行くというものである。事務権限を身近な市町村に託す事によって、全県一律にではなく、規模や実情に応じて、どうやったら効率的に事務処理ができるのか、許可の基準があれば、基準を少し変えてみたらどうなのか、と検討する事ができる。現在の制度である。活用の方針をしっかり打ち立てる事が大事である。

○第2次勧告の柱として、もう一つ。その様な形になる為には、市町村自体も強くならなければならない。強くする一番大きな手段は合併だ、という事で、市町村合併の推進も盛り込まれた。平成の大合併に繋がって行った訳である。

○第2次勧告は方向性を示したもので、具体的な中身を固めて行く作業が、第4次勧告までの期間だった。その過程では、「市町村の規模等に応じた権限移譲」を検討した。合併はまだ動き始めたばかりだし、同じ市町村でも規模によってできる事が違うのでは、という事だった。当時は、人口100万の指定都市・30万の中核市の2種類しか無かったので、もう少しきめ細かく規模を考え、20万市・10万市・その他の市・町村、その規模に応じて事務権限の範囲を変えてはどうか、検討された。その結果できたのが人口20万の特例市である。特例市は、事務権限の受け皿として構想された歴史がある。

○もう一つの類型として、人口10万で○○市というのも検討されたが、適した事務が無いのではという事で、諦められた制度だ。諦めたといっても、やる気のある市町村は都道府県の判断で事務権限を与えて行ったら、となった。特例市・中核市は、法律に基づき全国一律に権限を移譲するが、人口10万については、都道府県の判断によって渡したり渡さなかったりしたらどうか、という事である。法律によって事務権限を渡して行く制度が、現在の勧告で出て来ている訳で、前回の分権推進委員会の宿題が現在、解決に向かいつつある状況である。

○地方分権一括法が施行されたのが2000年4月。その後は地方分権推進会議、経済財政諮問会議が強く働き、三位一体の改革といった改革の動きがあった。

【地方分権改革推進委員会】

○市町村数も3,300から、1,800を切る様になった。そんな状況から、更に地方分権を進めて行こうという気運が高まってきた。そこで作られたのが地方分権改革推進法であり、昨年の4月から施行されている。名称に「改革」が入っただけで法律の仕組み自体は地方分権推進法と同様のものである。かつての地方分権推進委員会に代わるものとして、地方分権改革推進委員会ができた。7人の委員から成り、調査・審議をして内閣総理大臣に勧告する。内閣総理大臣は、勧告を受けて地方分権改革推進計画を作る。その計画に基づいて法案を作り、法律を一括して改正して行く。流れは全く同様である。

○「改革」が付いているのは、短い期間でやって行くという意志が反映されている。前回、地方分権推進法では5年間の予定だったが、1年延長され、6年間だった。今回はもう少しスピード感をもって進めて行こう、と3年間の時限立法とした。この間に分権一括法をもう一回作って行くので、かなりスピードを上げた調査・審議が求められている。地方分権改革推進委員会ができて、1年2ヶ月で作り上げられたのが、第１次勧告だった。

【第1次勧告】

第1章　国と地方の役割分担の基本的な考え方→総論。理念等が書かれている。

第2章　重点行政分野の抜本的見直し→第1次分権改革で不十分なものを中心に、重点行政分野という事で、取り上げている。

第3章　基礎自治体への権限移譲と自由度の拡大→仕事をやらされるのではなく、貰ったものは自分達の意思で合理的に、住民の意思が反映する様に処理をして行く。これが自由度の拡大であり、国は後押しをして行く事が書かれている。

第4章　現下の重要二課題について→特に話題に上がっている2つ、道路特定財源、消費者行政の一元化、を取り上げている。

第5章　第2次勧告に向けた検討課題→第1次勧告で終わりでなく、これからもやるという予告編。スケジュール。今後どんな勧告が出て来るのか予想する際に、こちらを見ればいい。

第3章「基礎自治体への権限移譲と自由度の拡大」

(1) 基礎自治体への権限移譲の推進

ア　基礎自治体への権限移譲の考え方

○「分権型社会においては、基礎自治体が中心的な役割を担う」前回の第１次分権改革では、「国から地方へ」と言った。国の事務を直接市町村へというのは難しく、「国の権限を都道府県へ」が中心となった。ところが、今回の改革で、「基礎自治体を中心に」となった。これまた、国から市町村へは難しいので、「都道府県から市町村へ」が大きく取り扱われており、これが、特徴になっている。その背景には、市町村合併が進んだという事を言っている。

○「基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、地域における行政の総合的な実施の役割を担わせるという基本原則」土地利用について、都市部の都市計画法の関係は市町村だが、農地は都道府県が留保している場合が多い。しかし、基礎自治体が総合的役割を担うとなれば、都市部と農村部を分けるのは変である。合併が進んで、同じ市の中に都市部・農村部が含まれており、一体として市町村が管理をして行く。そういう事を含めて「総合的」と表現している。

○多くの自治体は総合的な役割を担う事ができたとしても、自ら担う事が難しい所もあるだろう、その場合どうするか。現行では特例条例で事務権限を移譲しているので、協議で市町村が拒否すれば権限は来ない。ところが今回の勧告ではそうではない。「こうした事情を危惧して現行の事務配分を維持せざるを得ないと考えるべきではなく、むしろ、広域的な連携の仕組みを積極的に活用することにより補完していくことを前提として、新たな事務配分を構築すべきである」としている。

○自分の所だけでできなければ、合併も選択肢の一つ。合併がしたくなければ、周辺の市町村と連携をとって仕事をやる。あくまでも権限は市町村に移すので、移されたものをどう執行するかは、市町村自身が周りと相談するなりで考える。こんな方向性である。都道府県が特例条例によって事務を移すのではなく、法令による市町村事務の義務付けといった方向性が示されている。

イ　基礎自治体への権限移譲の方針と権限移譲を行うべき事務

○「都道府県から市町村への権限移譲にあたっては、移譲に伴う必要な財源措置を地方税・地方交付税等を通じて確実に講ずるとともに、移譲される権限にあわせた人的支援についても適切に対応する事が不可欠である」キーワードは、地方税・地方交付税・人的支援。この3つである。法律によって措置できるのは地方税と地方交付税である。国税から地方税に税源移譲をすれば、地方税法の改正になる。地方交付税法の改正、都道府県の交付税を薄くして市町村に厚く、という方向で財源の再分配もできる。これは国ができる措置。

○もう一つの人的支援。都道府県の職員を市町村に移籍させるという事を国が法律でできないので、方向性を示しつつ何らかの支援をするとしても、それを決めるのは都道府県と市町村である。更に、人事異動については県知事が一方的に「お前は免職して市町村職員に任命する」という訳には行かないので、協議や、対象となる職員の同意が重要になって来る。どんな形で人的支援策を行うかは、都道府県・市町村が考えなければならない。こんな課題がある。

別紙1基礎自治体への権限移譲を行うべき事務

【都市計画決定】

＜基礎自治体への権限移譲の方針＞

○「三大都市圏、特定区域か否かを問わず、次の項目を除き、市の区域については「市」決定」しかも、都道府県の同意は不要となる。都道府県と市が協議して、整わなかった時は、市の意志が勝るという事。協議さえすれば、市が、その内容を定める事ができる。

○更に、「町村の区域については、すでに、町村で決定しているものを除くほか、「都道府県」決定」とある。勧告の大部分に言えるが、「市には決定権を与える。しかし、町村には与えない」と言っている所が多い。町村会あたりからはこれに対して不満が出ているが、市と町村で、線引きしている。

○＜一般市町村に係る見直し＞では具体的な権限の移譲方向性について書かれている。比較的、都道府県決定が市町村決定へ来るというのは少ない。多くは市町村決定の中の動きである。ただし、都道府県同意を不要にする。こういうものがずいぶん多い。

【まちづくり・土地利用規制分野】

○「農業振興地域の整備に関する法律」「農地法」について、農水省は、分権改革推進委員会との折衝の中で、農地は自分達で、移譲するとしても知事までであって、市町村へは渡したくない、との考えである。

○一つは、食料自給率の問題がある。最近は食の不安が全国であり、輸入食品は食べたくないといった国民の意識が大きくなって来ている。輸入制限はしなくて良いかもしれないが、入ってくる物が少なくなれば、国内で生産してそれを食べて行く事になる。ところが農地が減って宅地化されれば、食料自給率が落ちてしまい、困る。これは、一つの市町村が判断する事柄でなく、国際的な関係を含む国が判断すべき案件である、と主張している。

○又、固定資産税の面では、市町村としては税金が入って来るので、農地にするよりも、宅地化した方が良い。もちろん自治体が宅地開発する事はできないが、農家から「農業が厳しくなって来た、宅地化したい」といった申請が出てきた時に、農地転用許可をして宅地化を認める。そういう市町村の傾向があるから、これは市町村に任せる事はできない、と農水省は強く言ってきた。

○ところが、市町村の総合的な行政という観点から、宅地化するかというのは土地利用の問題であって、それを、一括して市町村の判断に任せるという判断があり、農水省の反対を押し切った形になっている。

○＜設置市町村の範囲を見直すべき機関等＞では、特定行政庁と景観行政団体は、設置市町村の範囲を見直すべき機関となっている。これまでよりも建築主事を置ける市町村を増やして行く。それによって建築確認等を一括して市ができる様になる、こういった事を目論んだ勧告である。

【福祉分野】

○「介護保険法」について、現在、保険者は市町村だが、指定や指揮監督は県が行っている。保険者が市であれば、市内にどういう事業者を指定して、介護事業に係る仕事をやらせるか、自分達で指定した方が良いのではないか、という事である。指定に限り都道府県が同意だが、それ以外は市が指定し、監督もできる。介護保険についても民間の不正があって大きな影響力があったが、そういった経緯があっても市に移譲という勧告になった。

○＜設置機関の範囲を見直すべき機関等＞では児童相談所が掲げられている。現在は中核市まで。色々な児童虐待の問題で、場合によっては子供が亡くなっている事もある。早期発見が大事で、子供を預かっている市町村設置、民間設置の保育所もある事から、きめ細かく見て行く、又、問題を発見した際に対応するためには、市が児童相談所を持った方が良いのでは、という事である。全ての市ではないが政令によって指定する手続きを見直し、もしかしたら特例市あたりまで権限が来るかもしれない。

【医療・保険・衛生分野】

○こちらは保健所が仕事をしている。権限を一括して移すためには、保健所を設置する必要がある。現在は、中核市・東京23区だが、もう少し人口規模の小さな市であっても保健所を設ける様にしたらどうか、これによって総合的な行政ができる様になる、という発想である。

【公害規制分野】

○今までも法律上は特例市まで来ている。これを一括して市に移す動きがある。特例市と一般市と分けているが、大気は一つの地域だけで完結せず広範に動いて行くので、多少大きな地域で考えて特例市になっている。騒音、振動、悪臭等は局地的なもので、それほど広範囲に広がらないという考え方で市となっている。

【教育分野】

○大分県で教員採用の関係で大きな問題になった事件もあったが、現在は指定都市までのところ中核市まで、となっている。

○幼稚園については市町村まで移して行く。少子化の影響で、幼稚園を廃止する事があるかと思うが、都道府県の認可を無くして届出でできる様に、という改正の方向。

【生活・安全・産業振興分野】

○移譲先が市町村になっている。高圧ガス保安法・火薬類取締法は専門的な内容で、こういった事務を処理している機関は消防かと思う。大きな市は単独で持っているかもしれないが、町村の場合には郡単位の広域消防をやっている。現在も広域化しているので、市町村に権限を渡したとしてもやれるのではないか。

○それ以外はほぼ市。消費者行政については国で新たな機関を設置する動きもあるので、どうなるか分からないが、法律が変わらず、今の枠組みであれば市が受けるという事になるかと思う。

○総じて市町村よりも市に対して権限を移して行く、なおかつ「自由度の拡大」があって、都道府県の同意を無くし、協議はするが自分達でどうしたいと決めれば、その通りにできる仕組みにしたい、というのが勧告の考え方である。

○第1次勧告については、各省庁と協議はしたが、同意が得られたものではない。前回の第1次分権改革の時には、省庁と膝詰めの談判を行って、全て合意を得たものを勧告に盛り込んだから、すぐに内閣は閣議決定をして、それに基づいて計画を作り、法案を作り、寸分違わず行った。ところが今回は、ヒアリングはして省庁側の意見は聞いているが、どうしても一致しない所は、省庁の考え方を振り切って勧告に書いたという事情がある。

○そうすると勧告をそのまま内閣で閣議決定する事ができず、受け取った内閣府がもう一度各省庁にヒアリングするが、基本的には推進委員会に言った様に反対であり、職員レベルでは埒が明かない、そこで総務大臣が各省庁の大臣と話をしてもう少し進めてほしいと説得をした。説得の結果でき上がったのが地方分権改革推進要綱である。要綱は6月20日に出たが勧告が出てから3週間経っている。前回の勧告は出て1日2日で閣議決定となったが、そうではなかったという事である。

「地方分権推進改革委員会・第1次勧告の読み方」

1　地方分権改革推進員会・第1次勧告

○第１次分権改革の時の勧告は非常に注目を浴びたが、今回の勧告はそれほど浴びていない。前は電子メールも普及しておらず、勧告が出ると東京事務所で入手してファックスして送り、受け取った側ではコピーして各部局に配っていた。今はホームページを見れば全部載っているので、何も担当部局がコピーして配らなくても、関心がある職員や一般の市民だって見る事ができる、という事からコピーしないのは分かるが、いずれにしてもあまり読まれていない様に思う。

2　第1次勧告の内容
○権限移譲の分野は比較的どうするか書いてあるが、他の第2、4、5章については「○○すること」と言い切っているものは少ない。「認可を廃止し、届出制とする」これは一部あるが、多くは「○年度中に結論を得る」「必要な措置を講じる」といった方向性を示しているだけである。

3　地方分権改革推進要綱（第1次）の決定

○省庁と交渉した結果、第1次勧告そのものではなく、「第1次勧告の方向により検討を行う」といった形の、内容的に後退していると疑われる表現が多く目につく。もちろん事務権限を移すという事は、事務に携わっていた職員や、行っていた機関が移る可能性があり、それを手放すと国の側では言い難い。3章は都道府県から市町村への移譲で、国は自分の組織に傷が付かないので言い切っている表現が多いが、2、4章は国の権限が都道府県に移るという部分である。地方支分部局が都道府県に移るという事は、自分達のポストが減るという事で、強い抵抗があり、何をおいても「そういう方向で考える」という事で結論を先延ばしにしている。

4　傍観、圧力、それとも？

○勧告と一部が後退していった要綱、それに対して自治体としてどの様な対応をとるべきなのか。

○1つ目は「傍観」という方法。勧告を受けてあくまで国がどう考えるか、それが実現しない限り、自治体に対する影響はまだ無いので、とりあえずどういう方向にあるのか理解しておくだけ。

○2つ目が「圧力」である。前回の第1次地方分権改革では、地方六団体を中心として、個々の都道府県・市町村でも推進委員会を応援し、ずいぶん関わっていた。研究者・意識がある職員も分権推進委員会の先生方を応援するために具体策を伝えたりした。ところが今回そういう動きが少ないと思っている。そうすると、どんどん後退して行く恐れがある。そこで六団体を中心として、どうしてほしいか、圧力をかけて行く様な行動もして行かなくてはならないのではないか。

○3つ目は国の動きは国の動きとして、自治体として、地道な動きをしたらどうなのか。権限がどこまで来るか分からないにしても、来た場合にはこうやって使って行こう、といった事を考えておく、その様な庁内の体制を確立しておく事も大事ではないか。

○地方分権は国の権限を都道府県へ、都道府県の権限を市町村へというものだが、これは目的ではない。そうする事によって、何が生まれるか、が大事である。総合的な行政を行う事によって効率的な行政が進み、引いては費用面で少なくなり、もしかしたら税金を軽くする事ができるかもしれない。こういった行政改革を推進するという面が一つあろうかと思う。しかしこれだけではなくて、権限を市町村が持つ事によって、住民の意思が市町村の行政に反映できる様になる。これが大事だ。

○国はやはり遠くて、地方でどういう行政を行うのかを霞ヶ関で決めて良いとなると、住民が国の地方支分部局に対して、これはおかしいからこうしてくれ、と言ったとしても反応しにくい。もう少し反応し易くするためには身近な所に権限を移して行くべきであり、これが一つは都道府県であって、都道府県で不十分であれば、もう少し身近な範囲の行政については市町村へ移して行くという事だと思う。

○身近な市町村というのは、人口や職員の数も少なかったりして、そうすると取り扱う事務が多いと思う。小さな市町村であれば、福祉課系は、老人福祉も障害者福祉も全て取り扱う。それぞれ皆法律があって、色々な事務があるので、全て理解するのは大変な事である。市町村は薄く広く、色々な事務を取り扱っている。それに対して都道府県は、事務の範囲は狭くなるが、狭く深く処理する事ができる。総合性というのは本来「広く」に係って来ると思う。広く深くが一番であるが、それに適した規模がどれ位なのか。人口100万はかなり細切れの事務になり、深くはなるが狭くなってしまう。人口30万、20万位がそれなりの深さを持って専門的な仕事ができ、なおかつ事務の範囲も一人の職員が総合的な事ができるのではないか。

○それは住民がどこまで求めるのか、にも関わる。言葉を悪く言えば、うるさい住民がたくさんいると、深く知らなければ対応できない。そうではなくて、地域のコミュニティの中でそれなりの仕事が行われているのであれば、行政はそれを手助けすれば良いのだから、それほど深くなくても良いかとも思う。そうすれば人口が10万規模でも良いだろうし、分権改革推進委員会が考えている様に、市であれば良いとなって来るのかもしれない。それは住民との関係で決まって行く。

○更に、同じ事をしていたのでは、ただ行う機関が変わるだけであり、身近な市町村が行うという事は、きめ細かな行政を行わなければならない。その執行体制をどう作って行くか、これに地道に取り組んで行く、という事が大事。これは何も国から県から権限が来なくてもできる話である。こういった事を地道にやって行く。来るべき権限移譲に備える対応としては、良い対応ではないか。

5　「補完」を決定するのは誰だ

○「補完性の原理」とはよく言われる事である。基本的に、身近な行政事務は身近な行政機関が処理する方が一定の効果がある。市町村ができる事務は市町村で、市町村ができなければ都道府県で、都道府県ができなければ国へ、その様な積上げ方の事務配分をして来た。

○できる、できないを誰が決めるのか。本来であれば市町村が決定できれば良い。自分ができる事は自分でやる、しかしこれはできないので県にお願いする、県でもできる事はやる、できなければ国がする、という方向が分権型な事務配分の式だと思う。ところが現実にはそうはなっていない。法律によって事務配分をするという事は、国が、この位だったら市町村ができるだろう、これは都道府県のやるべき仕事だ、と決めている訳である。かなり集権的な補完性の原理で、矛盾したものであると思う。

○今回の勧告を見てみれば、特例条例によって県と市町村が事務配分を交渉しながら決めて行くのではなくて、国が法令によって決める、となるので、本来の補完性の原理ではなく、集権的な分権が全国一律に実施され様としている。ここは評価が難しい所で、分権だから良い、という考え方が一つ。しかし手法が悪い、という事もある。

○その間を取ったのが、国が法律を、特に、市町村・都道府県に事務を義務付ける様なものを作る際には、六団体と協議をした方が良いと、という事。閣議でもそうだが、参議院の委員の構成で都道府県代表を入れるとか、そこに法案の審議を委ね、意見を尊重する様な形にする。地方に関する法律であれば、参議院が主導する、実現性は少し難しいが、そういう方向性も将来的には考えられるのではないか。

【今後の市町村・県のスタンス】

○現在は特例条例の時代である。少なくとも都道府県と市町村の事務配分に関しては、特例条例をもって事務を再配分している。その際には協議があり、その中で交付金の問題、職員の交流の問題の手当をしている。その結果、きめ細かな対応が可能となっている。本来的な補完性の原理で考えて、できる事は市町村でやって行く、という事で協議をして行く時代だと思う。

○ところがこれが変わり、法令による事務の再配分が行われる可能性がある。こうなると、市町村・県の意向は配慮されない、一方的な配分になって行くのではないか。法令によって事務が義務付けられれば、市町村には実施の義務が生まれて来る。市町村が、こんな事務は執行できないと思ったとしても、やらなければならない様になって来る。しかもできなければ、合併すれば良い、広域連携すれば良い、と是が非でも都道府県にやってもらうのではなくて、市町村が主体となって事務の実施を考える、という時代に移って来ると思う。

○こうなった時に、県はどう対応すべきか。今後は国の法律によって、市町村に事務が移ったのだから、県には関係ないという割り切り方もあると思うが、そうではなく、県民の混乱を避けるために、県はスムーズに移行させて行くための支援が求められると思う。支援が国から義務付けられないとしても、市町村のためにどんな移行措置を取って行くのか、大事な事である。特例条例では今、その様な形を採っていると思うが、取組みを止める事無く続けた方が良い。これは県の役割。

○貰った方の市町村は、当面はやり方が分からないから事務をこなすだけかもしれないが、それでは行政機関が県から市町村に移っただけになるので、それで満足するとまずい。貰った以上、きめ細かく行政を行うためにどうするか。基準の設定が、自分の市町村に合っていないのであれば、合う様に作り直す。作り直す手段として、条例制定等があるが、議会が中心となって住民の意見を吸い上げ、行政が執行基準を作って行く。ここで初めて地方分権、県から市町村の権限移譲が完成するのではないか。

【質疑】

Q　一律に権限移譲が市町村に進み、一市町村ではできない場合、広域連携も有り得るとの話だった。例えば一部事務組合は定型的な業務が多いが、市町村の事務が移譲されて行った時に、共同事務をする時の課題としてどういう事が考えられるか。

A　一部事務組合は住民から見れば間接的である。市町村・都道府県は、首長や議員を選挙で選ぶ事ができる。その下に職員がくっついて仕事をしているので、比較的住民の意思が行政に反映しやすいと思う。それに対して、一部事務組合の行う事務について、住民の意向が反映しにくいという状況がある。

広域連合は、連合長や議員を住民が直接選挙で選ぶ事ができるが、その様な方法を採っている所はない。基本的には広域連合を構成する市町村の一番人口規模の大きな、中心となる市町村長が連合長にそのまま移行しているし、連合の議会の議員にしても、各構成市町村の議員が割り振られており、やはり住民から離れている様に思う。そういった実情があるので、総務省でも広域連合よりも市町村合併でという舵の切り方をした。市町村合併をするのであればそれで良いが、そうでない方法で行くのであれば、住民の意向を一部事務組合や広域連合に、どうやって反映させて行くか、という方針を考えなければいけないと思う。

Q　分権の目的は住民自治が大事と思う。国の立法過程に対する自治体連合体の参加が不可欠という事で、具体例として、内閣と地方六団体の協議会、参議院における地方六団体の意見表明の義務付けとあるが、その他の具体例もあれば教えてほしい。

A　イメージは三位一体の改革の国と地方の協議の場の拡大バージョンである。あの時は、六団体でほしい取組みのリストをまとめ、省庁側では、官房と総務大臣が対応した。国と地方の協議の場ではあったが、法的な裏付けは何も無く、内閣総理大臣の指示によって事実上の場を設けただけだったので、恒常的な機関として法的な裏付けを得られる様にしたらどうか。又、戦後すぐの頃の地方財政平衡交付金。今は地方交付税となり、算定も総務省でしているが、かつて地方財政委員会という第3者機関が配分の運営に携わっていた時代があった。これを現代的に復活させて、委員を選ぶ際に、自治体側の代表を入れる等したらどうか。

六団体といっても全国知事会を中心とした団体になっており、それでいいのかというところもある。又、六団体の事務局長は総務省のOBであり、総務省の外郭団体なのか、それとも地方自治体の連合体なのか、その辺も多少曖昧である。本当の自治体の代表者の連合体、なおかつ、県・市町村と利害が異なっているので、国の相手は六団体だけではなく、この案件については市長会、これは町村会、地域的な問題であれば、例えば北海道道州制であれば北海道が中心になる、と適する代表を交渉の相手方として、その意見を国の側でも尊重しなければならない、という制度ができればいいと思っている。

Q　川崎市の人口が130万人で、区制を執っている。本県の規模とほぼ同じで、市の中の区という事で、同じ様に県から市と考えた時に、市の本庁から区役所への権限の配分はどういう形で進めているのか。同じ様な理屈が出て来るのではないかと思う。

A　法律的には行政区なので、支所、出張所と位置付けは同じである。住民基本台帳法や戸籍法等の事務の主体が、法律で行政区の区長に課されているだけであり、独自の基準は作れない。全市で一本の条例なので、何をやるかではなくて、市長が区長に対して何をやらせるかという事。事務の委任で渡して行けば良い。

一部、金の使い方では、まちづくり交付金の様な感覚で、「区政推進事業費」を渡している。昔は3,000万円を区長の裁量で使って良いとしていた。ただ、要求が無い中で勝手に渡して使え、という話なので、区によっては、これでは足りない、又はお金が余る、と、あまり効率的に使われていない面があった。隣の横浜市では、同じ様な事業の金の使い方があったが、区に予算の要求権を渡して、査定によって何をやらせるか、としたので、区民の意見、少なくとも区長の意見を反映させる仕組みになっていた。

そういった状況もあり、川崎市でも「もう少し区民の意見を聞きながらどういった事業をやっていけば良いのか決めて行こう。そのための合議体が必要ではないのか」となり、区単位の区民参加の懇話会の権限を強くして行った。理想では、行政区は議会ができないが、議会に代わるものが作れないか、という事で数年前に基本条例を作った。市議会議員が全員、区の準議会の様なものに入る、県議会議員・市内選出の国会議員も入ってほしい、学識経験者・公募された市民等も含め、一つの会議体となる事で意思決定ができる。意思決定ができれば、それに伴う事業、お金も配分できるのではないか、そんな発想があった。

ただ、実際にやってみると、市議会議員は市選出だから協力してくれるが、県議会議員、国会議員はそれほどメリットを感じず、入ってくれない。意見決定するにしても、会期の問題があって、そんなに長くやっていられない。市議会の会期以外の日にやろうとすると、数日しか取れない。しかも選挙で選ばれた市議会議員はともかく、公募の人達が何か決定したとしても、正当性があるのかというと、無い。そう考えると、市民参加のもう一つのルートができた。それ位にしかなっていないのが現状。

議会が持てる、選挙で選ばれた人がいるというのは、どんなに小さくて人口が少ないとしても、やはり重みが違う。行政区も人口は20万人位いるのだが。

Q　基礎自治体といった場合、市・町村でも色々な人口規模がある。今回の移譲は市が中心になっているが、分権社会の中で、町村はどんな役割を担っていけばいいとお考えか。

A　重い質問。分権推進委員、今も、分権改革推進委員である西尾勝先生が提唱した西尾私案がある。合併しない小さな町村は、今は権限があってもそこまでできなくて、そういったできない事については、隣の市なり町村なりがやればいいし（水平補完）、他の町村ができない事務については県がやる（垂直補完）、総合的な行政を行うためには市である必要があるだろう、というものである。市は、人口規模5万でできるが、合併特例により3万でできる様になったし、人口が減ってしまった市もある。夕張市は1万だ。市という基準が良いかどうか。勧告ではそういう切り方だが、それを細かくして行くのは総務省なりが考えて行くと思うので、そこは、それほど心配していない。

ただ総合性というのが、人口5万で切った時に一律にできるのか。人口4万9千の町と5万1千の市と何が違うのか。それほど違わない。一方的に法令によって市の事務・町村の事務と規定せず、ある程度はもちろん決まっているが、微妙なところは協議の方向が良いと個人的には思っている。
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